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(57)【要約】
　【課題】原液中に固体ワックスを含有する、使用性が良く安定なエアゾール式の毛髪用
化粧料を提供すること。
　【解決手段】原液と噴射剤とからなるエアゾールの毛髪用化粧料は、前記原液中に脂肪
酸とアルカリとを含有しているから、脂肪酸とアルカリにより形成された石鹸が固体ワッ
クスを安定に乳化することができる。また、エアゾール式の毛髪用化粧料は、毛髪に直接
噴射して使用することができるから、塗布時における手の汚れが少なく使用性が良好であ
る。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原液と噴射剤とからなるエアゾール式の毛髪用化粧料であって、前記原液が、固体ワック
ス、脂肪酸、アルカリおよび水を含有する毛髪用化粧料。
【請求項２】
前記原液１００質量部中に、前記脂肪酸を４質量部以上含有する請求項１に記載の毛髪用
化粧料。
【請求項３】
前記固体ワックス１００質量部中の動物由来ワックスの含有量が０～２０質量部である請
求項１または２に記載の毛髪用化粧料。
【請求項４】
前記固体ワックスが、イソパラフィンである請求項１または２に記載の毛髪用化粧料。
【請求項５】
前記原液が粉体を含有している請求項１～４のいずれか１項に記載の毛髪用化粧料。
【請求項６】
前記粉体は、表面がシリル化処理されたシリル化無水ケイ酸の粉体である請求項５に記載
の毛髪用化粧料。
【請求項７】
前記粉体の含有量が、前記原液１００質量部中に０．１質量部以上１．０質量部未満であ
る請求項５または６に記載の毛髪用化粧料。
【請求項８】
前記脂肪酸が、炭素数１４以上の飽和脂肪酸である請求項１～７のいずれか１項に記載の
毛髪用化粧料。
【請求項９】
前記噴射剤が液化石油ガスである請求項１～８のいずれか１項に記載の毛髪用化粧料。
【請求項１０】
ヘアワックスである請求項１～９のいずれか１項に記載の毛髪用化粧料。
【請求項１１】
エアゾール式の毛髪用化粧料の原液の製造方法であって、
　固体ワックス、脂肪酸、および紛体を含有する油相と、アルカリおよび水を含有する水
相とを混合する工程を含んでいることを特徴とする原液の製造方法。
【請求項１２】
原液と噴射剤とからなるエアゾール式の毛髪用化粧料の製造方法であって、
　請求項１１に記載の原液の製造方法により製造した原液と、前記噴射剤とを容器に充填
する工程を含んでいることを特徴とする毛髪用化粧料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安定かつ使用性の良好な固体ワックス成分を含有するエアゾール式の毛髪用
化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪用化粧料の一つとしてヘアワックスがあり、当該ヘアワックスには、整髪後、時間
経過した後でも再整髪が容易であるという利点がある。ヘアワックスには種々の剤型のも
のがあるが、ボトル（ジャー）に入ったクリーム状のものが一般的である。
　クリーム状のヘアワックスには、ボトルから取り出す際に手が汚れやすく、ヘアワック
スで手を汚すことなく毛髪に伸ばして均一に塗布することが困難であるという問題がある
。このため、スプレー式ヘアワックスが提案されている（特許文献１および２）。
【０００３】
　特許文献１には、毛髪に塗布したときに、毛髪のまとまりが良好で、かつ毛髪のべたつ
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きが少なく、てかりがでない好適な外観に毛髪を整えることを目的とする、ラウロイルリ
シンの配合量が０．１～５質量部であるスプレー式ヘアワックスが記載されている。
　特許文献２には、べたつきが少なく、手指が汚れず、ヘアスタイルの持続性および再整
髪性を優れたものとすることを目的とする、（ａ）被膜形成性樹脂、（ｂ）液状エステル
油、（ｃ）半固形油（常温で半固体の油剤）を含有し、実質的に水を含有しないスプレー
式ヘアワックスが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１１３０４４号公報
【特許文献２】特開２００５－３１４３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　エアゾール式の毛髪用化粧料は、原液を噴射する際、容器中において原液と噴射剤とが
均一な状態となっていることが必要である。このため、ジャー式のクリーム状の剤型と比
較して、原液に配合することができる成分に制約がある。
　上記特許文献１および２に記載されているスプレー式ヘアワックスには、常温で固体で
ある固体ワックス成分が配合されていない。固体ワックス成分は、毛髪用化粧料の仕上が
りに大きく影響するから、エアゾール式の毛髪用化粧料に所望の整髪性を付与し、ヘアワ
ックスに特有の使用感などを実現するために重要な成分である。このため、固体ワックス
を含有する安定なエアゾール式の毛髪用化粧料が望まれている。
　そこで、本発明は、固体ワックス成分を含有する安定なエアゾール式の毛髪用化粧料お
よびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために提供される本発明は次のとおりである。
［１］原液と噴射剤とからなるエアゾール式の毛髪用化粧料であって、前記原液が、固体
ワックス、脂肪酸、アルカリおよび水を含有する毛髪用化粧料。
［２］前記原液１００質量部中に、前記脂肪酸を４質量部以上含有する［１］に記載の毛
髪用化粧料。
［３］前記固体ワックス１００質量部中の動物由来ワックスの含有量が０～２０質量部で
ある［１］または［２］に記載の毛髪用化粧料。
［４］前記固体ワックスが、イソパラフィン（分岐炭化水素）である、［１］または［２
］に記載の毛髪用化粧料。
【０００７】
［５］前記原液が粉体を含有している［１］～［４］のいずれか１項に記載の毛髪用化粧
料。
［６］前記粉体は、表面がシリル化処理されたシリル化無水ケイ酸の粉体である［５］に
記載の毛髪用化粧料。
［７］前記粉体の含有量が、前記原液１００質量部中に０．１質量部以上１．０質量部未
満である［５］または［６］に記載の毛髪用化粧料。
【０００８】
［８］前記脂肪酸が、炭素数１４以上の飽和脂肪酸である［１］～［７］のいずれか１項
に記載の毛髪用化粧料。
［９］前記噴射剤が液化石油ガス（ＬＰＧ、Liquefied Petroleum Gas）である［１］～
［８］のいずれか１項に記載の毛髪用化粧料。
［１０］ヘアワックスである［１］～［９］のいずれか１項に記載の毛髪用化粧料。
【０００９】
［１１］エアゾール式の毛髪用化粧料の原液の製造方法であって、固体ワックス、脂肪酸
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、および紛体を含有する油相と、アルカリおよび水を含有する水相とを混合する工程を含
んでいることを特徴とする原液の製造方法。
［１２］原液と噴射剤とからなるエアゾール式の毛髪用化粧料の製造方法であって、［１
１］に記載の原液の製造方法により製造した原液と、前記噴射剤とを容器に充填する工程
を含んでいることを特徴とする毛髪用化粧料の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の毛髪用化粧料は、原液中に脂肪酸とアルカリとを含有しているから、固体ワッ
クスを石鹸乳化し、エアゾール式の毛髪用化粧料中に安定に配合することができる。した
がって、頭髪に直接噴射することができ、手の汚れが少ない使用性の良好なものとなる。
　また、原液に粉体を配合することにより、毛髪に噴射された際の発泡を抑制し、固体ワ
ックス特有の整髪性を備えた、容易に毛髪に均一に伸ばすことができる使用性の良好な毛
髪用化粧料となる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（毛髪用化粧料）
　本発明に係る毛髪用化粧料の実施形態について、以下に説明する。
　本実施形態の毛髪用化粧料は、噴射剤と原液とを詰めた容器のボタンを押すと、噴射剤
と原液が容器内から吐出されるエアゾール製剤として実施される。
【００１２】
（原液）
　原液は、固体ワックス、脂肪酸、アルカリおよび水を含有している。脂肪酸とアルカリ
により形成される石鹸が固体ワックスの乳化剤として機能することにより、固体ワックス
を含有する原液を乳化し、乳化状態を安定に維持することができる。
【００１３】
（固体ワックス）
　固体ワックスとは、常温（２５℃）において固体である油性成分をいう。
例えば、原油の精製により得られる分岐炭化水素（イソパラフィン）、直鎖状炭化水素、
飽和環状炭化水素、マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックスなどの石油由来
ワックス、蜜蝋（ミツロウ）、羊毛蝋などの動物由来ワックス、カルバナワックス、キャ
ンデリラワックス、ライスワックス等の植物由来ワックスなどが挙げられる。なお、本実
施形態において、常温で固体である高級脂肪酸および高級飽和脂肪族アルコールは、動物
由来ワックスまたは動物由来ワックスの成分として含まれるものを除き、固体ワックスに
含まない。
【００１４】
　粒状の固体ワックス成分が析出すること等を防止し、原液を安定に乳化する観点から、
蜜蝋などの動物由来ワックスの含有量は小さいことが好ましい。固体ワックス１００質量
部中における動物由来ワックスの含有量は、２０質量部以下であることが好ましく、０質
量部（含有しない）であることがより好ましい。原液を安定に乳化する観点から、固体ワ
ックス成分は、石油由来ワックスであることが好ましく、分岐炭化水素であることがより
好ましい。
【００１５】
　原液１００質量部中の固体ワックスの含有量は、０．１～５０．０質量部であることが
好ましく、２．０～３０．０質量部であることがより好ましく、３．０～１５．０質量部
であることがさらに好ましい。固体ワックスは、１種のみを含有しても、複数種を混合し
たものとして含有してもよい。
【００１６】
（脂肪酸）
　脂肪酸としては、固体ワックスを安定に乳化する観点から、不飽和結合を有さない飽和
脂肪酸が好ましく、炭素数１０以上の高級飽和脂肪酸がより好ましい。本実施形態の毛髪
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用化粧料をヘアワックスとする場合、ヘアワックスに特有のねっとりした使用感を付与す
る観点から、炭素数１４以上の高級飽和脂肪酸が好ましい。
【００１７】
　原液１００質量部中の脂肪酸の含有量は、１．０～１５．０質量部であることが好まし
く、２．０～１０．０質量部であることがより好ましく、３．０～８．０質量部であるこ
とがさらに好ましい。脂肪酸は、一種のみであっても、複数種を混合したものであっても
よい。
　脂肪酸の含有量は、原液中の固体ワックス１質量部に対して、０．１～２質量部である
ことが好ましく、０．２～１．５質量部であることがより好ましく、０．３～１．０質量
部であることがさらに好ましい。原液が脂肪酸と固体ワックスとを上記の比率で含有する
ことにより、原液を安定に乳化することができる。
【００１８】
（アルカリ）
　アルカリは、脂肪酸をけん化して石鹸を生成するものをいい、例えば、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミ
ンなどのアルカノールアミンなどが挙げられる。これらのうち、アルカノールアミンが好
ましく、トリエタノールアミンが特に好ましい。
　アルカリは、水酸基当量として、脂肪酸のカルボキシル基１当量に対して、０．３～１
．５当量であることが好ましく、０．６～１．４当量であることがより好ましく、０．８
～１．２当量であることがさらに好ましい。
【００１９】
（粉体）
　本実施形態の毛髪用化粧料は、原液が粉体を含有するものであることが好ましい。原液
に粉体を配合することにより、毛髪に噴射された際に激しく泡立つことが抑制されるから
、手が汚れることが少なく、毛髪に均一に塗布することが容易な、使用性の良い毛髪用化
粧料となる。粉体としては、例えば、表面がシリル化処理されたシリル化無水ケイ酸、タ
ルク、無水ケイ酸、ナイロン末、ポリエチレン末、などが挙げられるが、噴射時の泡立ち
を抑える消泡性が良好であることから、シリル化無水ケイ酸が好ましい。
　原液１００質量部における粉体の含有量は、噴射時の泡立ちを抑える観点から、０．１
質量部以上であることが好ましく、０．３質量部以上であることがより好ましく、０．４
質量部以上であることがさらに好ましい。また、噴射剤となじんで容器中の毛髪用化粧料
を均一にする観点から、１．０質量部未満であることが好ましく、０．７質量部未満であ
ることがより好ましく、０．６質量部未満であることがさらに好ましい。
【００２０】
（製造方法）
　毛髪用化粧料に粉体を配合する場合、原液中の水以外の成分からなる油相に粉体を添加
する粉体添加工程の後に、粉体が添加された油相に水相を添加して乳化する乳化工程を行
うことが好ましい。乳化工程の前に粉体添加工程を実施し、油相中にあらかじめ粉体を添
加することにより、乳化工程の後の乳化物に紛体を添加するよりも、噴射された際におけ
る泡立抑制効果の良好な毛髪用化粧料となる。
【００２１】
（噴射剤）
　原液と共に充填される噴射剤としては、一般に用いられている、液化ガス、圧縮ガスお
よびこれらの混合物等を用いることができる。液化ガスとしては、液化石油ガス、ジメチ
ルエーテルなどが挙げられ、圧縮ガスとしては、炭酸ガス、窒素、亜酸化窒素、圧縮空気
などが挙げられる。また、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ（Ｅ）などを用いる
こともできる。
　上述した成分を含有する原液との相溶性が良好であるという観点から、液化石油ガスが
好ましい。
【００２２】
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　噴射剤は、単品で用いても、２つ以上を組み合わせて用いてもよい。原液と噴射剤との
含有量（質量）比（原液／噴射剤）は、０．１～９．０であることが好ましく、０．２～
３．０であることがより好ましく、０．４～１．５であることがさらに好ましい。
【００２３】
（容器）
　本実施形態の毛髪用化粧料の原液を充填する容器としては、一般に用いられている耐圧
容器を用いることができる。耐圧容器を構成する金属としては、アルミニウム、アルミニ
ウム合金、ブリキ、鋼等が挙げられる。
【００２４】
（界面活性剤）
　本実施形態の毛髪用化粧料は、原液中に界面活性剤を含有していても良い。界面活性剤
は、上述した脂肪酸とアルカリとの石鹸とともに、固体ワックスを含む油相と水相との乳
化を安定化する。界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテルや
ポリオキシプロピレンアルキルエーテル等の非イオン性界面剤（ノニオン界面活性剤）や
、スルホン酸塩、硫酸エステル塩等の陰イオン性界面剤（アニオン性界面活性剤）等が挙
げられる。界面活性剤は、単独で用いても複数を併用してもよい。
【００２５】
　本実施形態の毛髪用化粧料の原液は、上述した成分以外に、医薬品や化粧品の分野にお
いて一般に用いられている成分を含有してもよい。このような成分としては、水；クエン
酸およびクエン酸ナトリウム等のｐＨ調整剤；フェノキシエタノール、安息香酸ナトリウ
ムおよびパラベンなどの防腐剤；ビーズポリマー等の滑材；ピロリドンカルボン酸ナトリ
ウム塩、グリセリンなどの保湿剤；ビタミン類；無機フィラー；香料；などが挙げられる
。これら成分の含有量は、本実施形態の毛髪用化粧料の特性に悪い影響を与えない範囲と
すればよい。
　以上説明した実施形態に関する記載は、本発明の理解を容易にするためのものであって
、本発明を限定するためのものではない。したがって、実施形態に開示された各要素は、
本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。
【実施例】
【００２６】
　以下、実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
［原液の調製］
　表１～３は、実施例および比較例のクラッキング製剤に用いた各原液１００質量部の各
成分の含有量（質量部）を示したものである。表１に示した各成分および含有量により、
原液１～２８を調製した。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
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【表２】

【００２９】
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【表３】

　表１～３に示した各成分は、以下のとおりである。
［油相］
　［脂肪酸］
　パルミチン酸
　ステアリン酸
　ミリスチン酸
　［高級アルコール（セチルアルコール）］
　ＮＡＡ－４４（日本油脂株式会社製）
　［固体ワックス（動物由来ワックス）］
　ミツロウＣＹ－１００
　［固体ワックス（イソパラフィン）］
　ＳＰ－０１６５（日本精蝋株式会社製）
　Ｈｉ－Ｍｉｃ－１０４５（日本精蝋株式会社製）
　Ｈｉ－Ｍｉｃ－１０９０（日本精蝋株式会社製）
　［エステル油］
　クロダモル－ＯＳＵ－ＬＱ－（ＪＰ）（クローダ・ジャパン株式会社製）
　［シリコーン］
　ＳＨ２００Ｃ－１０ＣＳ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　ＳＨ２００Ｃ－１００ＣＳ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
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　ＳＨ２００Ｃ－５００ＣＳ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　［ノニオン界面活性剤］
　ＥＭＡＬＥＸ　ＨＣ－１００（日本エマルジョン株式会社製）
　ＥＭＡＬＥＸ　ＧＭＳ－Ｆ（日本エマルジョン株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＴＬ－１０（日光ケミカルズ株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ－９ＥＸ（日光ケミカルズ株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＢＣ－２０ＴＸ（日光ケミカルズ株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＭＧＳ－ＡＶ（日光ケミカルズ株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＭＧＳ－ＤＥＸ（日光ケミカルズ株式会社製）
　ＮＩＫＫＯＬ　ＭＧＳ－ＢＶ２（日光ケミカルズ株式会社製）
　［シリコーン（消泡成分）］
　ＳＨ２４５（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　ＳＭ５５７１（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　ＢＹ２２－０２９（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　ＢＹ１１－０３０（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製）
　ＹＭＲ７２１２（モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製
）
　［粉体］
　ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２（日本アエロジル株式会社製、シリル化無水ケイ酸の粉体）
　ニップシール（東ソー・シリカ株式会社製）
　ハイフィラー＃１３（松村産業株式会社製、タルクの粉体）
［ロウ、高級アルコールおよび界面活性剤の混合物］
　エマコール　ＨＷ－７６０４（山栄化学株式会社製）
［水相］
　［アルカリ］
　トリエタノールアミン（日光ケミカルズ株式会社製）
　［多価アルコール］
　１，３－ブチレングリコール
　［高重合ＰＥＧ］
　ＰＥＯ－１８Ｐ（住友精化株式会社製）
【００３０】
［評価方法］
　実施例および比較例の毛髪用化粧料を、下記に示す方法および基準を用いて評価した。
［乳化具合］
　原液の乳化状態を以下の基準を用いて評価した。
　×：乳化しない。
　△：調製直後は乳化しているが、室温になったときに白粒が析出する。
　○：調製直後に乳化し、室温になっても乳化状態が維持されている。
［相溶性］
　〇：ＬＰＧやＤＭＥ等の噴射剤を加えたときに乳化状態が維持される。
　×：ＬＰＧやＤＭＥ等の噴射剤を加えたときに乳化状態が崩れる。
　各表の相溶性の欄に記載した６０ｗｔ％または７０ｗｔ％は、原液と噴射剤との乳化状
態を維持することができた系における噴射剤の配合割合を示す。
［噴射状態］
　〇：霧状
　×：棒状
［泡立ち］
　〇：微発泡または発泡しない
　△：やや発泡する
　×：発泡する



(11) JP 2017-178891 A 2017.10.5

10

20

30

40

【００３１】
［実施例１～２７］
　噴射剤としてＬＰＧを用い、原液１と噴射剤とを４０：６０（ｗｔ％）の割合（重量比
）で充填して実施例１の毛髪用化粧料を作製した。
　原液１の代わりに原液２～２７を用いて、実施例２～２７の毛髪用化粧料を作製した。
各実施例の毛髪用化粧料は、原液と噴射剤とを４０：６０または３０：７０（ｗｔ％）の
割合（重量比）で充填した。各実施例の充填割合について、表４～６の相溶性の欄に記載
した。
　実施例１～２７の毛髪用化粧料について、原液の乳化具合、噴射剤との相溶性、噴射状
態および噴射後の泡立ちについて、上述した評価方法を用いて評価した。表４～６は各項
目の評価結果を示している。
［比較例１］
　原液１の代わりに原液２８を用いて、比較例１の毛髪用化粧料を作製した。
　比較例１の毛髪用化粧料を実施例と同様の方法で評価した結果を表４に示している。
【００３２】
【表４】

　脂肪酸とアルカリの代わりに、ロウ、高級アルコールおよび界面活性剤の混合物（エマ
コール　ＨＷ－７６０４）を用いた比較例１の毛髪用化粧料は、原液中の固体ワックスを
乳化することができなかった。対して、脂肪酸とアルカリとにより生成された石鹸を含む
実施例１～６はいずれも、固体ワックスを含有する原液を乳化することができた。
　固体ワックスとして動物由来ワックスであるミツロウを含有する実施例１～３のうち、
ミツロウの含有量が大きい１および２は乳化した原液と噴射剤との相溶性が悪かった。こ
の結果から、原液中のミツロウの含有量を１質量％以下とすることが好ましく、固体ワッ
クスとしてミツロウを含まないことがより好ましいといえる。固体ワックスとしては、原
液と噴射剤とを安定的に均一に混合する観点から、イソパラフィンが好ましい。
　炭化水素基の炭素数が１４の脂肪酸であるパルミチン酸と、炭素数が１６の脂肪酸であ
るステアリン酸との混合物を用いた実施例３および４と、炭素数が１２の脂肪酸であるミ
リスチン酸を用いた実施例５および６との結果から、泡立ちの観点からは、ミリスチン酸
が好ましいといえる。しかし、実施例３および４は、実施例５および６よりも、ねっとり
とした使用感という点において優れていた。このことから、毛髪用化粧料をヘアワックス
として用いる場合、パルミチン酸とステアリン酸等の炭化水素基の炭素数が１４以上の飽
和脂肪酸を用いることが好ましいといえる。
【００３３】
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【表５】

　上記の表に示されるように、飽和脂肪酸としてパルミチン酸とステアリン酸とを用いた
実施例７～１８の毛髪用化粧料は、乳化状態が良好でありかつ噴射剤との相溶性が良好で
あった。飽和脂肪酸としてパルミチン酸とステアリン酸とを用いると、ヘアワックスに特
有のねっとりとした使用感を付与することができたが、容器から噴射した際における泡立
ちが激しいという問題が生じた。毛髪になじませる時間を短縮し、毛髪用化粧料が手に付
着する量を少なくして、使用性を向上させるためには、泡立ちを適度に抑えることが好ま
しい。また、毛髪用化粧料をヘアワックスとして用いる場合、視覚を介して与える印象の
観点からも、容器から噴射した際における泡立ちを適度に抑えることが好ましい。そこで
、泡立ちを抑えるために種々の消泡成分を検討したが、消泡剤として一般に用いられてい
る種々の消泡成分（シリコーン：実施例７、８、１６～１８、環状シリコーン：実施例１
４、１５、親油性界面活性剤：実施例９～１２、植物油：実施例１３～１４）を配合する
ことによって噴射時における激しい泡立ち（発泡）を抑えることができなかった。
【００３４】

【表６】

【００３５】
　そこで、原液に紛体を配合したところ、実施例１９～２１の結果に示すように、噴射時
における激しい泡立ちを抑制することができた。粉体の中でも、実施例１９のシリル化無
水ケイ酸が最も発泡を抑制する効果が高かった。実施例１９～２１では、乳化後の原液（
乳化物）に各紛体を添加して、毛髪用化粧料の原液を調製した。上述したように、乳化物
に各紛体を添加することにより泡立ちを抑制できた。しかし、表６に△（やや発泡する）
と記載しているように、いずれも発泡抑制の効果が十分ではなかった。
【００３６】
　実施例２２～２７の原液は、乳化後の乳化系ではなく、乳化前の油相に発泡抑制効果が
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最も高かったシリル化無水ケイ酸を添加することにより調製した。このように、あらかじ
め紛体が添加された油相と、水相と混合、乳化して得られた実施例２２～２７の原液はい
ずれも、噴射時における泡立ちが十分に抑制されたものであった。すなわち、固体ワック
ス、脂肪酸、および紛体を含有する油相と、アルカリおよび水を含有する水相とを混合し
て乳化することにより、紛体の発泡抑制効果が十分に発揮され、噴射時における泡立ちが
十分に抑制された原液を得ることができた。
　ただし、実施例２２～２４の結果に示すように、粉体の含有量が大きくなると原液と噴
射剤との相溶性が低下した。したがって、原液中における粉体の含有量は、原液と噴射剤
との相溶性が良好となる範囲とすることが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明によれば、固体ワックスを含有する原液を安定に乳化し、また噴射剤との相溶性
を良好にすることができるから、固体ワックスに特有の整髪性、使用感を有するエアゾー
ル式の毛髪用化粧料を提供できる。また、噴出時における泡立ちを抑制することにより、
毛髪になじませる時間が短く、手の汚れの少ない使用性の良好な毛髪用化粧料となり、例
えば、エアゾール式のヘアワックスとして好適に用いることができる。
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